
 

 

別表５３ 

佐賀大学医学部附属病院治験審査委員会審査料 

区  分 料  金（税抜） 

１件 ３０，０００円 

（注）(1) 佐賀大学医学部附属病院治験審査委員会委員長が特に認めた場合は、病院長の承認を得

て、審査料を減免又は免除することができる。 

(2) 審査料は、審査開始日から起算して１年ごとに徴収するものとし、その金額は、表に掲

げる額に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）の定めによる税率を乗じて得た額とする。 

 


